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新総合複合施設の基本構想の策定等について（諮問） 

 

 久喜市新総合複合施設整備検討委員会条例第２条の規定に基づき、貴委員会に、

新総合複合施設の基本構想・基本計画の策定、その他新総合複合施設の整備に関し

て必要な調査及び審議を求めます。 

 


